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〔開会 午前１０時００分〕 

議長（髙村泰德議員） おはようございます。 

 これより平成２５年第３回尾鷲市議会定例会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 皆さん、おはようございます。 

 議員の皆様には、大変お忙しい中、平成２５年第３回定例会に御出席を賜りま

して、まことにありがとうございます。 

 本定例会には、「尾鷲市子ども・子育て会議条例の制定について」を初めとす

る議案１４件と「平成２４年度健全化判断比率及び平成２４年度資金不足比率の

報告について」を初めとする報告２件を提出させていただきました。何とぞよろ

しく御審議いただき、御承認を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございま

すが、開会の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（髙村泰德議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより

議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において１番、

真井紀夫議員、２番、内山  議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から９月２６日

までの２４日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２６日

までの２４日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第５１号「尾鷲市子ども・子育て会議条例の制定につい
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て」から日程第１５、議案第６３号「新たに生じた土地の確認及び字の区域の変

更について」までの計１３議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました１３議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提

案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 平成２５年第３回定例会の開会に当たり、議案についての御説

明に先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議員

各位並びに市民の皆様の深い御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 初めに、８月２５日に実施いたしました平成２５年度市民総ぐるみ防災訓練に

つきましては、近い将来発生が危惧される南海トラフ巨大地震の被害想定や東日

本大震災を踏まえ、市民一人一人、また、各自主防災組織ごと、大災害時におけ

る初動態勢の確認を行うことを主目的としたものでありました。 

 各自主防災会におきましては、それぞれ地域の実情に沿った訓練内容で、低地

では、津波からの一刻も早い避難行動、高台地域では、避難された方の受け入れ

や安否確認、また、今回は賀田地区の自動車による避難訓練、梶賀の高齢者グル

ープホームしあわせの牽引式車椅子補助装置ＪＩＮＲＩＫＩを使用しての避難訓

練、港町周辺の自主防災会参加によるＮＴＴビルへの避難訓練など、新たな取り

組みも行われ、多岐にわたり充実した内容になったものと思っております。 

 また、残暑厳しい中、自主防災会組織５４組織約２,２００人、尾鷲海上保安

部など防災関係機関及び事業所等１５組織約７００人、合計６９組織約２,９０

０人の参加がありました。市民の皆様方におかれましては、早朝より御参加いた

だきましたことに厚くお礼申し上げるとともに、今後とも防災を日常化しようと

の観点から、日ごろより防災意識を高めるため、備蓄品の点検や自主訓練などを

行っていただくことを強くお願いするものであります。 

 なお、光ヶ丘そばこ会が行っている高台地域での避難者受け入れなどの訓練が

評価され、このたび平成２５年防災功労者防災担当大臣表彰を受賞されることに

なりました。本日９月３日午後、東京で表彰式がとり行われますことを御報告い

たします。 

 次に、奈良県上北山村、福井県大野市、大阪府摂津市との協定に続き、去る８

月２２日に岩手県釜石市との災害時相互応援協定の調印式をとり行いました。 

 釜石市につきましては、東日本大震災により甚大な被害を受けながらも、釜石
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の奇跡と言われるように、防災教育の浸透によって、ほとんどの子供たちが無事

でありました。震災を経験された自治体であることから、有事の際の災害対応及

び復旧に向け、その教訓や情報は本市にとって非常に有効であるものと心強く思

っております。また、８月２５日の職員防災訓練におきましては、釜石市の山崎

危機管理監から体験を踏まえた防災講話を行っていただき、職員も貴重な体験談

を伺え、防災意識の向上をより図りました。 

 次に、南海トラフ巨大地震の被害想定などから、海岸部付近住民の避難経路及

び避難場所の確保が必要であります。そこで、その中でも緊急度が高い、北川に

かかる宮前橋の耐震整備と、桜茶屋の市有地を活用した多目的防災用地の整備を

行うことにし、この二つの設計委託料を本定例会の補正予算に計上したところで

あります。 

 次に、学校施設の耐震整備事業についてであります。 

 輪内中学校耐震整備事業につきましては、管理教室及び特別教室を合わせ、鉄

筋コンクリート造２階建て、一部３階建ての校舎が夏休み中に完成し、２学期か

ら新しい教室で授業を始めております。現在、旧校舎の解体と屋外附帯工事を進

めており、本年１２月には全ての工事が完了する予定であります。 

 また、宮之上小学校耐震整備事業につきましては、鉄骨造２階建ての新校舎と

鉄骨造平家建ての体育館を建設することとし、去る７月２５日に入札を実施した

後、第２回定例会において契約議案を御承認いただきました。 

 まず、Ⅰ期工事として、年内に体育館及び特別教室棟の解体工事を行い、その

後Ⅱ期工事として、新校舎及び体育館の建設にかかり、来年夏休み中の完成を目

指しております。Ⅲ期工事では、旧校舎の解体及び附帯工事を実施し、来年１２

月中の完成を予定しております。工事期間中は、児童、近隣住民の皆様には大変

御迷惑をおかけいたしますが、安全を最優先に配慮し進めてまいりますので、皆

様方の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、ライフジャケット購入についてであります。 

 津波避難の際、できる限り高台に逃げることが第一優先ではありますが、東日

本大震災の際にライフジャケットを着用していた方が助かった例もあることから、

より子供たちの身を守ることを目的に、尾鷲中学校にライフジャケットを配布し

たいと考えております。これにより市内小中学校全てに配備することになります

ので、この購入費を本定例会の補正予算に計上したところであります。 

 次に、保育所整備についてであります。 
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 津波浸水域にある矢浜保育園と第三保育園の移転整備及び第四保育園の耐震化

整備につきましては、他の保育園との地理的バランスを考慮しながら用地選定を

行っているところであります。現在のところ、矢浜、北浦及び古戸地内の用地を

候補地としております。 

 次に、清掃工場の施設整備についてであります。 

 尾鷲市清掃工場の１号炉側壁及び再燃室補修工事費につきましては、さきの第

２回定例会において第２号補正予算に計上いたしましたが、予算精査が不十分で

あるとの御指摘を受けたことに関しまして、まことに申しわけなく思っておりま

す。改めて計上させていただいた本定例会の補正予算につきましては、事業者か

ら提出された見積書の内容確認を委託しているコンサルタント会社とともに十分

に精査を行っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 また、性能保証の継続を理由にした随意契約につきましては、他市町の状況を

把握するため、県内及び近隣他県の市町の契約状況を確認いたしました。その結

果として、設計と施工が別契約になっている自治体では、指名競争入札、または

一般競争入札が行われておりますが、プラントメーカーと設計・施工契約を行っ

ている自治体では、プラントメーカーが独自の特殊技術やノウハウを保有してい

るため、性能保証にかかわる補修工事については、ほとんどの自治体が随意契約

を行っております。わずかに、性能保証に関する補修工事についても入札を行っ

ている自治体がありますが、排出基準値を超過した場合は、ダイオキシン特別措

置法及び大気汚染防止法によって施設の稼働停止を余儀なくされております。こ

れらのことから、市民生活に与える影響を充分に考慮し、慎重に対処してまいり

たいと考えております。 

 次に、尾鷲市営浄化槽整備事業につきましては、市民への水洗化サービスの提

供による生活環境の改善とともに、公共用水域の水質を保全することが目的であ

ります。昨年度実施しましたＰＦＩ導入可能性調査で、浄化槽整備事業を本市が

みずから実施する場合との比較において、ＰＦＩ事業の導入に優位性を確認した

ことから、現在、ＰＦＩ導入アドバイザリー業務を進めております。 

 この業務につきましては、ＰＦＩ事業者の選定と契約締結の支援が主なものに

なっており、去る７月には、ＰＦＩ導入の経緯と目的、委託業務の内容、事業者

選定方式などの事項を盛り込み、事業者に事業情報を提供することによって、入

札への諸準備を進めていただくとともに、事業者の意見の集約を目的とした実施

方針を公表いたしました。実施方針の公表後に、事業者からいただいた意見を踏
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まえ、ＰＦＩ事業の導入に、バリュー・フォー・マネー、支払いに対して最も価

値の高いサービスを供給するという考え方でありますが、これが見込まれると判

断したため、特定事業として正式に決定し、このことを８月末に公表いたしまし

た。 

 今後は、募集要項の広告を今月中に、本事業を実施するＰＦＩ事業者の選定は

１２月に行う予定であります。その後、選定事業者との基本協定、仮事業契約を

締結し、尾鷲市議会の議決を経た後に事業契約を締結することになります。事業

開始を予定している来年度に向けて、着実に業務を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、子育て支援の推進についてであります。 

 本市の子育て支援の基本となる子ども・子育て支援事業計画の策定につきまし

ては、今月中には業者選定を行い、現在の尾鷲市次世代育成支援行動計画に掲げ

た関連計画事業の検証・課題抽出等を実施し、潜在ニーズも含めた地域での子供、

子育てに係るニーズ調査を実施してまいります。 

 本事業計画は、地域の社会的条件や教育・保育施設の整備の状況等を総合的に

勘案して、自治体ごとに定めるものであり、内容については、学識経験者や子育

て支援事業の従事者及び公募の市民等から成る尾鷲市子ども・子育て支援会議で

の議論も踏まえたく、本定例会に尾鷲市子ども・子育て会議条例を上程いたしま

した。 

 次に、健康づくりについてであります。 

 第２回定例会でも報告させていただきましたが、予防接種につきましては、疾

病予防に有効であることが確認されていることから、任意予防接種の無料化につ

いて検討してまいりました。次代を担う子供たちを感染症から守り、健やかな育

ちを支えていきたいと考えることから、集団生活において流行が拡大するおそれ

がある水痘、おたふく風邪、ロタウイルス胃腸炎を対象に接種費用を助成するこ

ととし、その関連予算を本定例会に計上したところであります。 

 この３種の任意予防接種の助成については、三重県内で一部助成している市町

はあるものの、全額助成は、現時点では本市のみとなります。いずれの疾病もワ

クチンで防げるものであり、定期予防接種のワクチンと重要度は同様であります

ので、予防医療の推進を図るため、費用助成の拡大に御理解をお願いいたします。 

 次に、地域医療についてであります。 

 尾鷲総合病院は、全国的な医師不足、看護師不足が続いている中、三重大学医
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学部、伊勢赤十字病院、地元医師会などの協力を得ながら、３６５日２４時間の

救急医療体制や日々の診療業務を堅持しているところであります。 

 このような中、平成２３年度に常勤医師を迎えた眼科では、開診以来患者様が

たいへん多く、その患者様から眼科外来が位置する外来棟３階の患者用トイレの

改修要望が相次いでおりました。長らく不自由をおかけしておりましたが、今月

中には、３階患者用トイレの全てを洋式トイレに改修し、身体障害者用のトイレ

も新たに設置いたします。尾鷲総合病院は市民の皆様に支えられている病院であ

ることから、今後とも皆様の御意見を伺いながら、御要望に添えるよう努力して

まいります。 

 次に、尾鷲市教育ビジョンにつきましては、本年８月に尾鷲市教育ビジョン説

明会を実施し、市内幼稚園、小中学校の全教職員に趣旨の徹底を図りました。ま

た、夏休みを活用して、ふるさと教育の充実を図るため、市内小学校５年生を対

象に、県立水産高校実習船しろちどりでの体験航海の機会を設け、尾鷲の海や水

産業への理解、尾鷲への思いを深めるとともに、海上から防災についても考える

ことができました。 

 さらに、世代間交流の取り組みとして、市内小学生を対象に、地域の方々など

に講師になっていただき、林町会館で夏休み子ども学習会を開催するとともに、

三木小学校、三木里小学校では、高校生と中学生を講師に子供の学び場づくりの

取り組みを行い、学習だけではなく、将棋や工作などを教えていただきました。

このように、学校や地域にある多様で豊かな教育力を生かした取り組みの推進に

より、まちが学校を元気にし、元気な学校がまちを活性化することを今後も図っ

てまいります。 

 次に、林業振興についてであります。 

 全国的な林業の動向としましては、長らく続く国産材の価格低迷から、木材市

場へ材が集荷されず、製材等の関連産業の衰退、国産材の需要減少、価格低下と

いった悪循環に陥っている状況にあり、本市もその影響を受け、同様であります。 

 このような状況を改善する方策として、地域に尾鷲産材を供給する必要がある

と判断し、本年度も市有林主伐事業を実施しているところであります。実施に当

たりましては、市有林材の購入者に対する評価聞き取りと出荷の情報提供を引き

続き行うとともに、尾鷲木材市場協同組合との情報交換によるニーズ調査等もあ

わせて行ってまいりました。 

 先月８月には、市有林材を尾鷲木材市場へ本年度初出荷したところであります
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が、昨年同様、年輪が緻密であり、虫害も少なく、芯持ち柱材に適した材である

との高い評価をいただき、その結果、初出荷分については、販売価格が昨年度の

市有林平均単価を上回る結果となりました。また、購入者からは、継続した出荷

の要望もいただいておりますので、尾鷲産材の需要拡大につながるよう、良質な

市有林材の継続した供給に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、林道整備事業についてでありますが、本市は、現在３９の林道橋を管理

しており、このうち建設後５０年を経過する橋梁は１０橋で、全体の約２６％を

占めております。２０年後には約６０％となり、年々この比率が拡大していくた

め、従来どおり事後的な修繕、かけかえを行うと、膨大な維持管理費用が必要に

なります。 

 このような状況から、林道保全事業林道橋の調査、診断及び長寿命化修繕計画

を策定するため、林野庁の補助事業採択を受け、業務委託を５月に契約し、１２

月末に完了する予定であります。策定後は、設計等の実施計画書の作成に取り組

むとともに、国庫補助による本工事の実施を目指してまいります。 

 次に、漁業就業者対策についてであります。 

 早田漁師塾につきましては、昨年度、尾鷲漁業協同組合早田支所が県の漁師育

成機関モデル構築事業に選定され、若者などの水産業への就業・就労支援を促進

し、漁業に関する知識や技術を習得していただく拠点として開校され、受講生１

人が株式会社早田大敷の研修生として受け入れられております。本年度におきま

しては、１０月下旬に開校が予定されており、昨年度と同様の４週間のプログラ

ムに加え、４週間を通しての参加が困難な方には、週末参加プランなどの相談に

も応じられ、昨年度よりも間口を広げて受講生を募集されております。 

 また、早田地区におきましては、漁業者を初めとする地区住民の方々が、漁業

者の副収入の確保と地区住民による新たな特産品開発に向け、海藻ヒロメの試験

養殖や郷土料理のアジの姿ずしを販売する取り組みなどが行われております。今

後も海藻ヒロメの湯通し塩蔵加工や、新たな特産品開発のための真空包装機等の

機器類整備が予定されております。 

 このような取り組みは、漁業就業者等がさらなる収入を得ることで、家族を含

めた定住促進が期待されることから、本市といたしましても支援してまいりたい

と考えております。 

 次に、水産基盤整備についてであります。 

 漁港施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準化、縮減を図るための水産
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基盤ストックマネジメント事業につきましては、行野浦、大曽根浦、曽根漁港の

機能診断簡易調査を終え、今後、詳細調査をもとに、機能保全計画の策定を行っ

てまいります。 

 また、須賀利漁港につきましては、現在、機能保全計画に基づく測量設計を実

施しており、基準点及び現地測量を終了し、今後、詳細調査に基づいて設計積算

を行った上で、機能保全工事に着手してまいります。 

 次に、海洋深層水事業についてであります。 

 昨年まで本市と事業者で進めてまいりました海洋深層水の多段活用型陸上養殖

事業につきましては、現在、事業者において具体的な事業計画と事業所の立地に

向けた調整業務を進めているところであります。 

 また、海洋深層水事業の活用促進につきましては、県とともに企業、事業者に

情報発信、ＰＲを行い、直接面談させていただく中で、深層水活用を検討してい

る事業者等には、本市までお越しいただき、海洋深層水や施設の紹介を行うとと

もに、事業計画について御相談させていただいております。現在、具体的な事業

プランに基づいて検討いただいている企業もありますので、一層の事業推進につ

ながるよう取り組んでまいります。 

 さらに、１１月１日には、ポートメッセなごやにおいて、東海地区３９の信用

金庫の取引先企業が持つ製品、技術、サービス、システム等を展示、ＰＲするし

んきんビジネスフェア２０１３にもブース出展を行い、みえ尾鷲海洋深層水を広

く情報発信することとしております。 

 次に、夢古道おわせについてであります。 

 夢古道の湯の休憩スペースの増床工事が始まり、本日９月３日は、仮囲いや間

仕切りを行うため、休館させていただいております。リニューアルオープンは本

年１２月下旬を予定しておりますが、指定管理者である株式会社熊野古道おわせ

におかれましては、工事期間中も営業されることになっております。お客様には

何かと御不便をおかけすることになると思いますが、安全安心して御利用いただ

くことができるように、工事の執行には十分配慮し万全を期してまいりますので、

御理解、御協力をお願いいたします。 

 次に、まちの駅事業についてであります。 

 本市におきましては、三重県下最多の２３駅の参加のもと、去る７月２７日に

まちの駅がオープンいたしました。まちの駅の一つでもある尾鷲神社においてオ

ープニングイベントを開催し、尾鷲中学校吹奏楽部の演奏や食べ歩きメニューの



－１２－ 

試食販売、休憩用のブルーチェアの製作など、多くの皆様に御参加、お楽しみを

いただきました。 

 また、オープニング記念として、「まちの駅をめぐっておわせの魚を食べつく

せ！」と銘打った尾鷲まちの駅ツアーも７月２８日、８月１８日、２３日に開催

し、いずれも中勢・北勢地域の皆様を中心に盛況となり、好評を得ております。 

 さらにオープニングに合わせて製作した、まちの駅パンフレット尾鷲アルコマ

チ及び利用者目線のまち歩きマップ尾鷲でしょーらい０８４のことも好評で、こ

れらを見ながらまちの駅を訪れる外来客も出てきております。 

 次に、近畿自動車道紀勢線の進捗状況につきましては、本年３月２４日に紀伊

長島インターチェンジまで開通し、名古屋方面等とより安全安心に移動できるよ

うになり、また、所要時間も１５分から２０分ほど短縮されたことは、まことに

意義深いことだと思っております。 

 さらに、熊野尾鷲道路の三木里インターチェンジと大泊インターチェンジ間１

３.６キロにつきましては、本年９月２９日に開通の運びとなり、一部インター

線で安全作業中のため通行不可の箇所もありますが、感に堪えないものがござい

ます。また、紀伊長島インターチェンジと海山インターチェンジ間１５.１キロ

につきましても、諸事情により開通がおくれておりますが、本年度中の開通を目

指し、全力で工事に取り組んでいただいているところであります。 

 今後は、昨年度に新規事業化されました熊野尾鷲道路Ⅱ期事業である尾鷲北イ

ンターチェンジから尾鷲南インターチェンジ間５.４キロもあわせまして、近畿

自動車道紀勢線の全線開通に向け、さらなる要望活動を進めていく所存でありま

す。 

 次に、市内外からの集客を図る高速道路開通イベント等についてであります。 

 まず、尾鷲健康ハイウェイウォーキングにつきましては、現在、本市が進めて

いるココロとカラダの健康増進ウォーキング推進事業の一環として開催し、健康

ウオーキングのまち尾鷲を定着させてまいります。 

 内容につきましては、国土交通省や先月発足しましたウオーキングサポーター

の皆様等に御協力いただき、開通１週間前の今月２２日に、三木里インターチェ

ンジをスタート地点として、賀田インターチェンジ及び本年度新たにウオーキン

グコースを設ける賀田・古江地区を経由して、三木里コミュニティーセンターに

ゴールするもので、現在、参加者を募集しております。また、賀田区、古江区、

古江婦人会、三木里地区会に御協力いただき、それぞれ地元の方々とともに、地
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区のＰＲを兼ねたおもてなしを検討しております。 

 さらに、三木里インターチェンジと賀田インターチェンジ間の本線のみを往復

する約８.６キロメートルの高速道路見学ウオークとしてのショートコースも設

定しております。 

 いずれにいたしましても、両ウオーキングコースは、この日のみ限定で開通前

の高速道路を歩く体験ができることから、市内外の方々に多数参加していただけ

るものと期待しております。 

 次に、本年１０月１日から来年３月末日まで尾鷲まるごとスタンプラリーを実

施いたします。内容につきましては、市内の物販、飲食、宿泊などの皆様がそれ

ぞれ趣向を凝らしたサービスや割引などを提供し、各店舗を訪れたお客様にスタ

ンプを集めていただき、スタンプ数に応じた抽せんで景品をプレゼントする企画

となっております。 

 １０月２０日には、古江のアクアステーションでみえ尾鷲海洋深層水～深層水

フェスタ２０１３～が開催されます。中庭の深層水タッチプールで行われる魚の

つかみ取りを初め、足湯体験や深層水クイズなどのほか、地元アクアサポートの

皆様による魚御飯やぜんざいなどの振る舞いが予定されておりますので、ぜひ海

洋深層水に触れ、親しんでいただきたいと思っております。 

 １１月２日にはコツまみバル、翌日には第２８回全国尾鷲節コンクールが開催

されます。 

 コツまみバルは、尾鷲の魅力的な食をＰＲするため、現在、全国で町なか振興

の有効手段として広がっている、ワンフード、ワンドリンクのチケットで飲食店

を回遊するまちなかバルが、昨年実施された尾鷲商工会議所主催のこつまみフェ

アの拡大版として開催されます。 

 開催日につきましては、尾鷲イタダキ市の開催日と同日でもあり、また、全国

尾鷲節コンクールの前日でもありますことから、開催時間を昼１２時から深夜２

４時の設定とするなど、集客面での相乗効果を狙っております。 

 また、翌日開催される全国尾鷲節コンクールでは、全国各地の方々が自慢の歌

声を披露し競い合います。ステージではさまざまなアトラクションの披露、会場

付近では本市の特産品を取りそろえた物産展も同時開催されますので、ぜひとも

市内外の多くの皆様に御来場いただきたいと思っております。 

 １１月１６日、１７日には、第１０回おわせ海・山ツーデーウォークを開催い

たします。三重県立熊野古道センターをスタート、ゴールの主会場として、世界
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遺産熊野古道の馬越峠と八鬼山越えを中心とした６コースと、本年度は第１０回

の特別記念コースとして三木埼灯台コースを設けましたので、ぜひともいずれか

のコースに御参加いただきたいと思います。 

 さらに、まちの駅におきましては、好評のまちの駅ツアーや食べ歩きイベント

などに新たな企画も盛り込みながら開催し、町なかへの誘客、集客につなげると

ともに、滞在時間を長くすることで地域消費の拡大を目指していきたいと考えて

おります。 

 次に、尾鷲市民文化会館２０周年記念事業についてであります。 

 尾鷲市民文化会館は平成５年４月開館以来、長年にわたり尾鷲地域における文

化・芸術・住民生活向上に向けて各種の事業を展開してきたところであります。

本年度に尾鷲市民文化会館が開館２０周年を迎えることから、その記念事業を本

年１１月２７日から１２月１日までの間実施いたします。子供から高齢者までが

楽しめ、また、一層の市民サービス向上と利用者増大を目指すため、社会教育に

携わっていただいている方々を中心とした実行委員会のもと、開催準備を進めて

おります。 

 期間中には、ミニ美術展の開催、尾鷲中学校吹奏楽部の演奏、小中学校や尾鷲

の市民団体等の発表会、青少年のための科学の祭典、まちの姿ジオラマの展示、

尾鷲の鉄道の歴史を含めた鉄道文化展及びミニ機関車の運行等の開催を予定して

おります。なお、本事業につきましては、高速道路開通イベントとしても位置づ

けておりますので、ぜひとも市内外の皆様に御来場いただき、本市の文化事業の

推進に御協力賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、おわせ港まつりについてであります。 

 第６３回おわせ港まつりは、去る８月３日に晴天に恵まれ、朝から尾鷲魚市場

付近ではイタダキ市を初め、魚つかみ大会、カッター競技大会などの催しを行い、

今回は例年秋に行われていた熊野古道まつり、ゆとりフェスティバルも同時に開

催され、多くの来場者でにぎわいました。 

 また、夕刻より特設ステージでは、恒例のソーラン踊りを初め、昨年の尾鷲節

コンクール優勝者、嶋本早苗さんと尾鷲節保存会坂東流柳蛙会による尾鷲節や、

ロックジャム、尾鷲節保存会こども太鼓による太鼓共演で盛り上げていただきま

した。クライマックスの海上花火大会は、御来場の皆様にお楽しみいただけたも

のと思っております。開催に当たり御支援、御協力賜りましたおわせ港まつり実

行委員会、ごみナビゲートボランティア及び市民の皆様には、改めて敬意を表す
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るとともに、深く感謝を申し上げます。 

 次に、道の駅の整備につきましては、８月１２日に書面による正式な要望書を

国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所へ提出いたしました。 

 要望書の内容といたしましては、１、国道４２号が熊野尾鷲道路と交差する尾

鷲南インターチェンジ付近に道の駅を設置することについての御理解、２、道の

駅の設置について、いわゆる一体型整備による御支援、３、道の駅の防災ハブ機

能等の強化に対する御支援を要望したもので、あわせて、１、利用者の利便性向

上と防災ハブ機能強化等のための熊野尾鷲道路尾鷲南インターチェンジのフルイ

ンター化、２、道の駅に隣接する位置で、熊野尾鷲道路のサービスエリアあるい

はパーキングエリアの設置について、道の駅設置に並行した熊野尾鷲道路Ⅱ期事

業に対する提案もさせていただいたものであります。紀勢国道事務所からは、勉

強会の開催などの御提案をいただいております。 

 前定例会でも申し述べましたが、今後の進捗に合わせ、節目節目で市議会に御

報告、御相談をさせていただきながら、道の駅整備を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、食を中心とした取り組みについてであります。 

 第６次尾鷲市総合計画における、次代を担う、地域を支える、産業を支える人

づくりを具体的に進めていくため、その推進エンジンを食に絞り、また、総合的

な取り組みとするため、市役所関係各課から成る食のプロジェクトを立ち上げま

した。副市長を座長に、教育長を副座長とした関係各課の所属長から成る本部会

議と、担当職員等による作業部会で取り組みます。 

 本年度は、平成２６年度以降の全体構想を検討し、来年度事業にも反映できる

よう、庁内での協議を進め、町なかの魅力づくりなどにもつなげてまいります。 

 次に、尾鷲のイメージづくりについてであります。 

 高速道路の延伸、熊野古道の世界遺産登録１０周年、伊勢神宮式年遷宮等によ

り来訪者の増が見込まれる中、尾鷲市という地域そのものを発信していくことが

有効であると考え、一目で尾鷲市と伝わるような情報発信の仕組みの構築を進め

ているところであります。 

 この中で、行政・観光物産情報の充実、デザインの刷新を主眼に置いた本市ホ

ームページの更新や、本市に立ち寄ってみたい、再度訪れたいという思いの醸成

を目指したＰＲ看板設置、また、本市の特色、魅力を市内外にＰＲするための原

動機つき自転車オリジナルナンバープレートの導入につきまして、その関連予算
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を本定例会の補正予算に計上したところであります。 

 この原動機つき自転車へのオリジナルナンバープレートの導入につきましては、

ナンバープレートの形状、デザインを一般公募し、来年度に６００枚限定で交付

する予定のもので、来年度に迎える尾鷲市市制施行６０周年の記念事業としても

位置づけたいと考えております。 

 なお、庁内におきまして市制施行６０周年記念事業検討部会を発足させ、事業

内容の検討を行っているところでありますが、ナンバープレート作成に数カ月の

時間を要することから、他の記念事業に先駆けて補正予算計上したところであり

ます。 

 続きまして、今回提案しております議案について御説明をいたします。 

 議案第５１号「尾鷲市子ども・子育て会議条例の制定について」につきまして

は、子ども・子育て支援法が平成２５年４月１日に施行されたことに伴い、子ど

も・子育て支援事業計画等への子育て当事者等関係者の意見の反映を初め、子ど

も・子育て支援施策を、地域の子供及び子育て家庭の実情を踏まえて実施するこ

とを担保するため合議制の機関を置くよう定められていることから、新たに条例

を制定しようとするものであります。 

 次に、議案第５２号「平成２５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

について」から議案第５５号「平成２５年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第１

号）の議決について」までの４議案について御説明いたします。 

 初めに、今回の一般会計補正予算に、尾鷲市清掃工場１号炉側壁及び再燃室補

修事業費を計上させていただいております。これにつきましては、さきの第２回

定例会において予算計上させていただきましたが、積算根拠が不十分であったた

めお認めいただけなかったものであります。そのことを重く受けとめた上で、市

民生活に直結する可燃ごみの安定的な処理を行うためには早急に補修工事を行う

必要があり、内容を十分精査し、改めて計上させていただくものであります。 

 このことにつきましては、議員の皆様並びに市民の皆様に大変御迷惑をおかけ

するものであり、申しわけなく、おわび申し上げるところでございます。 

 今回の一般会計補正予算は、歳入では、前年度繰越金、普通交付税の額の確定

並びに国の緊急経済対策において特別に措置された地域の元気臨時交付金を活用

した事業の実施に係る国庫補助金の増額、歳出では、任意予防接種の助成対象拡

大に伴う予防接種委託料の増額、尾鷲市清掃工場１号炉側壁及び再燃室補修工事

請負費、地域の元気臨時交付金を活用した事業費、本市のホームページ更新に伴
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う業務委託料の追加が主なものであります。 

 それでは、お手元に配付の尾鷲市一般会計補正予算（第３号）主要事項説明の

１ページをごらんください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で５億２,７

４２万１,０００円、国民健康保険事業会計で１億７,３３７万９,０００円、後

期高齢者医療事業会計で５２６万９,０００円、病院事業会計で１,５８９万円を

それぞれ追加し、これにより各会計を含めた予算総額を１９８億４,７２５万７,

０００円とするものであります。 

 まず、一般会計から御説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の主なものについて御説明いたします。 

 ９款地方交付税につきましては、普通交付税の額の確定による増額であります。

当初予算においては、地方公務員給与の削減による基準財政需要額の減少を見込

み、前年度比４.４％減額の２９億１,０００万円を計上したところですが、地域

の活性化等の緊急の課題に対処する観点から、新たな臨時費目として、地域の元

気づくり推進費が盛り込まれたことなどにより７,５６５万１,０００円の増額と

なったものであります。 

 １３款国庫支出金は、２億１,３７０万７,０００円の増額であります。これは、

地域の元気臨時交付金対象事業実施に伴う国庫補助金１億８,７１９万１,０００

円、林道川原小屋線改良事業に係る美しい森林づくり基盤整備交付金の追加が主

なものであります。 

 １４款県支出金は、２,４６６万４,０００円の増額であります。これは、当初

予算に計上しました市内各所避難路整備事業、紀勢本線賀田駅構内避難路設置事

業及び防犯灯整備事業に地域減災力強化推進補助金４９３万９,０００円、農道

北浦水地線舗装事業に県単土地基盤整備事業補助金３００万１,０００円、産業

開発促進事業に三重県緊急雇用創出基金事業市町等補助金９４４万２,０００円

がそれぞれ採択されたことによる追加が主なものであります。 

 １７款繰入金は、５２６万９,０００円の増額であります。これは、前年度精

算金として後期高齢者医療事業会計から繰り入れるものであります。 

 １８款繰越金は、２億５,７９６万１,０００円の増額で、平成２４年度決算に

伴う繰越金であります。 

 １９款諸収入は、８４６万９,０００円の増額であります。これは、尾鷲市社
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会福祉協議会前年度精算金１７９万７,０００円の追加及び消防団員等公務災害

補償等共済基金から消防団員退職報償金収入２３２万８,０００円の増額であり

ます。 

 ２０款市債は、５,８３０万円の減額であります。これは、障害者支援施設整

備事業及びし尿処理施設整備事業にかかわる財源を、市債から国庫支出金である

地域の元気臨時交付金に変更したことによる１億９１０万円の減額、橋梁整備事

業債２,５２０万円の追加並びに臨時財政対策債の借入限度額の確定による２,５

６０万円の増額であります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。各款別の補正額は、一覧表に記載のとおりであり

ます。このうち主なものについて、次のページで説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、総務費では、文書広報費で、本市のホームページの更新に伴う行政サイ

トに係るホームページ構築業務等委託料４６４万１,０００円の追加、財産管理

費で、基金積立金として、財政調整基金積立金２億７,３０９万円の積み立て、

企画費の企画振興事業で、尾鷲インター付近ＰＲ看板設置工事請負費９２０万９,

０００円の追加、防災費で、宮ノ上地区避難広場整備に伴う測量調査設計業務委

託料１,１０４万円の追加、税務総務費で、市制６０周年記念事業の一環として、

オリジナルナンバープレートを作成するに当たり、事業費として１４１万８,０

００円の追加が主なものであります。 

 民生費では、社会福祉総務費で、人事異動及び看護職員の新規採用に伴う人件

費の増により紀北広域連合分担金２９２万３,０００円の増額と前年度精算金が

主なものであります。 

 ５ページをごらんください。 

 衛生費では、予防費の予防接種事業で、風疹、水痘、おたふく風邪等の任意予

防接種の助成対象者を拡大したことに伴う予防接種委託料１,６４７万９,０００

円の増額、塵芥処理施設費で、尾鷲市清掃工場１号炉側壁及び再燃室補修工事請

負費５,８７５万８,０００円の追加が主なものであります。 

 農林水産業費では、農地費で、県単土地基盤整備事業農道北浦水地線舗装工事

請負費６６７万円、林道開設改良費の一般林道整備事業で、林道狼坂線舗装事業

費２,３００万円、美しい森林づくり基盤整備事業で、林道川原小屋線改良事業

費３,０００万円の追加が主なものであります。なお、林道狼坂線舗装事業につ
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きましては、地域の元気臨時交付金を活用して実施する事業であります。 

 商工費では、商工振興費で、全額、三重県緊急雇用創出基金事業市町等補助金

を活用した産業開発促進事業費９４４万２,０００円の追加、本市のホームペー

ジの更新に伴う観光物産サイトに係るホームページ構築業務等委託料４１７万１,

０００円の追加が主なものであります。 

 ６ページをごらんください。 

 土木費では、道路橋梁費で、宮前橋架設工事に伴う設計等業務委託料２,５２

９万４,０００円の追加、道路新設改良費で、岡崎野田汐附線舗装改良工事に伴

う設計業務委託料５００万円の追加、街路整備事業費で、坂場銀杏町線歩道舗装

工事請負費８００万円の増額が主なものであります。なお、岡崎野田汐附線舗装

改良事業及び坂場銀杏町線歩道舗装事業につきましては、地域の元気臨時交付金

を活用して実施する事業であります。 

 消防費では、消防団員退職報償金の追加分として２３２万８,０００円を増額

するものであります。 

 教育費では、事務局費の学校教育事務局費で、尾鷲中学校に配備するライフジ

ャケット購入費として２０４万６,０００円の追加が主なものであります。なお、

ライフジャケットの配備につきましては、学校防災緊急対策事業の一環として、

平成２３年度繰越事業として、平成２４年度に市内２幼稚園、６小学校、輪内中

学校に配備済みであります。 

 公債費では、公債費元金で４５３万円の増額、公債費利子で７２７万６,００

０円の減額であります。これは、平成２４年度の起債額とその利率の確定による

ものであります。 

 ７ページをごらんください。 

 続きまして、繰越明許費について御説明いたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費の行政サイト分に係るホームページ構築事業につ

きましては、６款商工費、１項商工費の観光物産サイト分に係るホームページ構

築事業とあわせて運用を開始するに当たり、構築業務が年度内で執行することが

困難であるため、それぞれ繰越事業とするものであります。 

 ２款総務費、２項徴税費のオリジナルナンバープレート作成事業につきまして

は、発注から納品までに約６カ月の期間を要し、年度内で執行することが困難で

あるため、繰越事業とするものであります。 

 ７款土木費、２項道路橋梁費の宮前橋架設事業につきましては、三重県管理の
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２級河川である北川の尾鷲神社前にかかる橋であり、調査、設計に８カ月を要し、

年度内で執行することが困難であるため、繰越事業とするものであります。 

 続きまして、債務負担行為補正について御説明いたします。 

 追加で、ＤＮＳ／Ｍａｉｌサーバ機器借上料は、期間を平成２６年度から平成

３１年度まで、限度額を４１４万円とするものであります。これは、現在のＤＮ

Ｓ・メールサーバー機器が更新時期を迎えていることから、新たに債務負担行為

を追加するものであります。 

 ホームページに係るクラウドシステム利用料は、期間を平成２６年度から平成

３１年度まで、限度額を行政サイト分７８７万６,０００円、観光物産サイト分

５６９万５,０００円とするものであります。これは、本市のホームページ更新

に伴い新たにクラウドシステムを導入することから、新たに債務負担行為を追加

するものであります。 

 ８ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計は１億７,３３７万９,０００円を追加し、歳入歳出

総額を２９億３,５４０万７,０００円とするものであります。歳入では、平成２

４年度療養給付費等交付金の交付額の確定により２,８１６万１,０００円の減額、

前年度からの繰越金２億１５４万１,０００円の増額が主なものであります。歳

出では、平成２４年度国庫支出金等交付額の確定に伴う返還金２,０５１万１,０

００円の増額、基金積立金１億５,２７４万３,０００円の増額が主なものであり

ます。 

 ９ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は５２６万９,０００円を追加し、歳入歳出総額

を５億５,８８６万円とするものであります。歳入では、前年度からの繰越金５

２６万９,０００円を増額し、歳出では、一般会計への繰出金５２６万９,０００

円を増額するものであります。 

 続きまして、企業会計について御説明いたします。 

 １０ページをごらんください。 

 病院事業会計であります。 

 収益的収入及び支出では、支出で伊勢赤十字病院からのバディホスピタルシス

テムに伴う派遣医師に対する給与費、経費である賃借料、負担金等により１,８

８９万円の増額、企業債利率の確定により支払利息で３００万円を減額するもの

であります。 
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 以上をもちまして、平成２５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）案などの

４議案の説明とさせていただきます。 

 次に、議案第５６号「平成２４年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」から議案第５９号「平成２４年度尾鷲市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」までの４議案につきましては、いずれも地方自治法第２３３

条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであり、

会計管理者から説明させます。 

 議案第６０号「平成２４年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」及び議

案第６１号「平成２４年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算

の認定について」の２議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規

定により、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付するもので

あり、それぞれ病院事務長及び水道部長から説明させますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 続きまして、議案第６２号「工事請負変更契約について（輪内中学校耐震整備

に伴う改築工事）」につきましては、議会からの御指摘もあり、また、本契約締

結後に、学校現場及びＰＴＡからの要望等による追加工事、地元地区からの御厚

意による変更工事等を含め、契約の金額を５億１,８９１万円から５億３,１１９

万５,０００円に変更契約を行うため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第６３号「新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更について」

につきましては、三木浦漁港における県営広域漁港整備事業に係る公有水面埋立

工事により、新たに生じた土地を確認し、当該土地を三木浦町字長西地の区域に

編入するため、地方自治法第９条の５第１項及び同法第２６０条第１項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。 

 何とぞよろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（髙村泰德議員） ここでテレビカメラのテープチェンジのため、しばらくお待

ちください。 

 次に、大倉会計管理者。 

〔会計管理者兼出納室長（大倉令資君）登壇〕 

会計管理者兼出納室長（大倉令資君） それでは、議案第５６号「平成２４年度尾鷲

市一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第５９号「平成２４年度尾鷲
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市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの計４議案につき

まして、お手元の平成２４年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明

書に基づき、それぞれの決算概要を御説明いたします。 

 １ページをごらんください。 

 この表は、一般会計及び特別会計の決算総括表であります。 

 各会計別に見てみますと、一般会計では、歳入歳出とも予算現額は同額の１１

５億３６５万２,０００円に対し、歳入決算額は１０６億１,３７３万９,０５４

円で、予算現額に対する収入率は９２.２％となっております。歳出決算額は１

０２億９,９７７万３,１５２円で、執行率は８９.５％となり、歳入歳出差引残

額は３億１,３９６万５,９０２円となりました。 

 次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、歳入歳出とも予算現額は同

額の２９億７,８８７万２,０００円に対し、歳入決算額は３０億８,８４９万９,

８６９円で、予算現額に対する収入率は１０３.６％となっております。歳出決

算額は２８億８,６９５万７,８４５円で、執行率は９６.９％となり、歳入歳出

差引残額は２億１５４万２,０２４円となりました。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の５億５,８８

１万７,０００円に対し、歳入決算額は５億５,９７０万６,４０８円で、予算現

額に対する収入率は１００.１％となっております。歳出決算額は５億５,４４３

万６,１４１円で、執行率は９９.２％となりました。歳入歳出差引残額は５２７

万２６７円となりました。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の２７６万６,００

０円に対し、決算額は、歳入歳出とも同額の２７６万５,０７０円で、収入率、

執行率は９９.９％、歳入歳出差引残額はゼロ円となりました。 

 以上、平成２４年度の決算総額は、予算現額１５０億４,４１０万７,０００円

に対し、歳入決算額は１４２億６,４７１万４０１円で、９４.８％の収入率とな

りました。歳出決算額は１３７億４,３９３万２,２０８円で、執行率は９１.

３％となり、歳入歳出差引残額は５億２,０７７万８,１９３円となりました。 

 次に、２ページをごらんください。 

 実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から区分４の翌年度へ繰り越すべ

き財源を差し引いたものが区分５の実質収支額となります。 

 一般会計の実質収支額について、本年度は、翌年度へ繰り越すべき財源の繰越

明許費繰越額が５,６００万３,０００円ございますので、これを差し引いた２億
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５,７９６万２,９０２円が実質収支額となり、翌年度への繰越金となります。な

お、この繰越明許費繰越額５,６００万３,０００円は、６月２１日に開会されま

した平成２５年第１回臨時会の報告第６号にて報告させていただきました平成２

４年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算書に記載の翌年度繰越額１０億６８万

９,０００円の財源内訳のうちの一般財源分です。 

 特別会計については、翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、国民健康

保険事業特別会計以下各特別会計の実質収支額は、歳入歳出差引額と同額で、記

載のとおりであります。 

 次に、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いたします。 

 ３、４ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳入款別決算額調でございます。 

 各款別の主なものにつきまして御説明いたします。なお、この表の備考欄には、

収入済額の前年度比較を記載していますので御参照ください。 

 １款市税は、予算現額２２億３,１８５万８,０００円に対し、調定額は２５億

３,６８５万５,５０１円、収入済額は２３億１,９６４万７,０２８円で、一般会

計収入済額全体の２１.９％を占めております。前年度比較は８４０万６,６３８

円の減収となっております。 

 その内容でございますが、備考欄に記載のとおり、固定資産税の減収が主な要

因であります。不納欠損額は３,６００万６,９８９円で、前年度と比較しまして

１,１６６万５,３９３円の減額となっております。収入未済額は１億８,１２０

万１,４８４円で、前年度と比較しまして５,１５７万２,９６５円の減額であり、

収納率は９１.４％で、前年度より２.２ポイント上昇しております。 

 ２款地方譲与税の収入済額は６,５９１万４,４６８円で、前年度と比較して８

８１万９,０５７円の減額となりました。これは、地方揮発油譲与税や自動車重

量譲与税、特別とん譲与税の減額によるものです。 

 ３款利子割交付金の収入済額は６２７万７,０００円。 

 ４款配当割交付金の収入済額は４９６万７,０００円。配当割交付金は、前年

度と比較して増額しております。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は１２３万３,０００円。 

 ６款地方消費税交付金の収入済額は１億８,７４１万４,０００円で、前年度と

比較して６３１万２,０００円の減額となっております。 

 ７款自動車取得税交付金の収入済額は２,０４１万３,０００円で、前年度と比
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較して１７９万５,０００円の増額です。 

 ８款地方特例交付金の収入済額は６１３万９,０００円で、前年度と比較しま

して３,０６５万１,０００円の減額となりました。 

 次に、５、６ページをごらんください。 

 ９款地方交付税は収入済額３５億８,６６９万１,０００円で、一般会計収入済

額全体の３３.８％を占めております。前年度と比較して１億２５６万２,０００

円の減額となりました。 

 １０款交通安全対策特別交付金の収入済額は３２３万９,０００円であります。 

 １１款分担金及び負担金の収入済額は１億２,８３１万１,９３３円で、前年度

と比較して９９２万２,９２４円の減額であります。これは、農林水産業費分担

金や民生費負担金の減額などによるものです。収入未済額は６３６万１３０円で、

保育所入所保護者負担金であります。 

 １２款使用料及び手数料の収入済額は１億１,３２６万９,０７１円で、前年度

と比較して９７９万５,８１１円の増額であります。平成２５年４月から指定ご

み袋制度によるごみ処理の有料化を実施するに当たり、事前に指定ごみ袋を販売

した衛生手数料の増額であります。不納欠損額は４,５００円で、し尿処理手数

料の不納欠損処分によるものであります。収入未済額は６６０万１,６００円で、

主に市営住宅使用料及びし尿処理手数料であります。 

 １３款国庫支出金の収入済額は１１億２２３万５,１３９円で、前年度と比較

して２億３,３５２万６,２５９円の減額であります。これは、農林水産業費国庫

補助金の水産業強化対策施設整備交付金などの増額と教育費国庫補助金の安全・

安心な学校づくり交付金などの減額の相殺によるものであります。 

 １４款県支出金の収入済額は５億６,５８３万３,５７９円で、前年度と比較し

て２億８,１９４万１１５円の減額であります。主な要因は、民生費県補助金の

介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金、商工費県補助金の三重県緊急雇用創出

基金事業市町等補助金、教育費県補助金の森林整備加速化・林業再生基金事業費

補助金などの減額によるものです。 

 １５款財産収入の収入済額は４,４０７万６,４３７円で、前年度と比較して１,

０４４万６,１６５円の増額となっております。立木売り払い収入などの不動産

売り払い収入の増額が主な要因であります。 

 次に、７、８ページをごらんください。 

 １６款寄附金の収入済額は３,１９３万円で、前年度と比較して２,８６３万３,
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４３２円の増額であります。農林水産業費寄附金の増額が主な要因であります。 

 １７款繰入金の収入済額は７億８,６２４万７,７４５円で、前年度と比較して

２億３５２万３,６８３円の増額であります。これは、財政調整基金繰入金など

の増額と土地開発基金繰入金の減額との相殺によるもので、詳細は備考欄に記載

のとおりであります。 

 １８款繰越金の収入済額は３億６,２６０万９,８６６円で、前年度からの繰越

金であります。 

 １９款諸収入の収入済額は１億８,２０９万７８８円で、前年度と比較して１

億３,５７９万５,９２５円の減額であります。これは、商工観光推進課弁償金が

主な要因であります。不納欠損額は３２万１,７０７円で、生活保護法第６３条

及び第７８条による返還金の不納欠損処分によるものであります。収入未済額は

２,１３８万３,１５４円で、内訳は奨学資金貸付金返還金が２４６万５,０００

円、生活保護法第６３条及び第７８条による返還金が２２９万１,８８８円、地

域産業創設支援事業補助金過年度返還金１,６６２万６,２６６円であります。 

 ２０款市債の収入済額は１０億９,５２０万円で、前年度と比較して２億７５

０万円の減額であります。科目別の詳細は備考欄のとおりであります。 

 以上、一般会計の歳入合計は、予算現額１１５億３６５万２,０００円に対し

まして、調定額１０８億６,５６７万８,００８円、収入済額は１０６億１,３７

３万９,０５４円で、前年度と比較して６億５,３３４万６６９円の減額、率にし

て５.８％の低下となりました。不納欠損額の計は３,６３３万３,１９６円、収

入未済額の計は２億１,５６０万５,７５８円であります。なお、収入未済額の大

半は市税であります。 

 歳入全体の予算に対する収入割合は９２.２％、調定に対する収入割合は９７.

６％となりました。 

 一般会計歳入の款別の決算額につきましては以上であります。 

 なお、参考に予算現額と収入済額との比較で、各節の増減額５０万円以上のも

のにつきましては、その主な理由を本主要説明書の３５ページから４０ページに

かけて記載しておりますので、後ほど御参照ください。 

 次に、９、１０ページをごらんください。 

 一般会計の歳出款別決算額調であります。 

 歳入同様、主なものにつきまして御説明いたします。なお、この表の備考欄に

は支出済額の前年度との比較増減などを記載しておりますので御参照ください。 
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 １款議会費は、支出済額１億５,２３６万４,２７０円で、前年度と比較しまし

て１,７５４万８,６５７円の減額となっております。議員報酬等や職員人件費の

減額などによるものであります。執行率は９８.８％となりました。 

 ２款総務費は、支出済額２３億４,７７６万５,８６３円で、前年度と比較して

１億７７１万３,９６８円の増額であります。増額となった主な要因は、備考欄

の記載のとおり、総務管理費における一般管理費や企画費、諸費などの増額と財

産管理費などの減額との相殺によるものであります。翌年度繰越額１億４,９５

７万５,０００円は、エリアワンセグシステム基盤整備事業に係るものでありま

す。執行率は９２.７％となりました。 

 なお、一般管理費のうち、情報化推進事業の総合住民情報システム借上料にお

いて、業者側に起因するミスがあり、平成２５年度の介護保険料の算定に影響を

与え、一部の納税者に御迷惑をおかけしました。詳細につきましては、予算決算

常任委員会で御報告させていただきます。 

 ３款民生費は、支出済額２９億１,０７２万７,５６４円で、前年度と比較して

５,５６７万９,７３９円の減額であります。この主な要因は、社会福祉費におけ

る自立支援給付事業、後期高齢者医療費の増額と老人福祉費や児童福祉費におけ

る児童措置費などの減額との相殺によるものであります。執行率は９８.７％と

なりました。 

 ４款衛生費は、支出済額１３億２,０６４万４,９５６円で、前年度と比較して

７,６９４万４,９９６円の増額であります。この主な要因は、清掃費における塵

芥収集費、病院費などの増額と清掃総務費や塵芥処理施設費などの減額との相殺

によるものであります。執行率は９７.５％であります。 

 次に、１１、１２ページをごらんください。 

 ５款農林水産業費は、支出済額４億９,７７８万９,７４７円で、前年度と比較

して３,８１６万２,９３９円の増額であります。この主な要因は、水産業費にお

ける水産振興費などの増額と漁港建設費などの減額との相殺によるものです。翌

年度繰越額５,１０６万８,０００円は、水産基盤ストックマネジメント事業など

に係るものであります。執行率は８９.１％となりました。 

 ６款商工費は、支出済額１億４,４４２万４,３８０円で、前年度と比較して１,

８３７万１,７２４円の減額であります。この主な要因は、商工費における観光

費の減額によるものであります。執行率は８９.８％となりました。 

 ７款土木費は、支出済額３億９３２万２,７６３円で、前年度と比較して３,８
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０１万８,６６４円の減額であります。この主な要因は、道路橋梁費における道

路橋梁総務費などの増額と道路維持費や港湾費などの減額との相殺によるもので

あります。執行率は９５.８％となりました。 

 ８款消防費は、支出済額４億８,５３８万１,５２９円で、前年度と比較して１

億２,７６４万２,９６５円の減額であります。この主な要因は、常備消防費の三

重紀北消防組合負担金の減額などによるものです。執行率は９８.３％となりま

した。 

 ９款教育費は、支出済額８億２,９０９万８,８７１円で、前年度と比較して７

億４,５２２万４,０３１円の減額であります。この主な要因は、教育総務費にお

ける事務局費などの減額によるものであります。翌年度繰越額の８億４万６,０

００円は、学校耐震整備事業に係るものであります。執行率は４９.８％となり

ました。 

 次に、１３、１４ページをごらんください。 

 １０款災害復旧費は、支出済額４,４９２万５９６円で、前年度と比較して６

４７万５,５８１円の増額であります。執行率は８２.５％となりました。 

 １１款公債費は、支出済額１２億５,７３３万２,６１３円で、前年度と比較し

て１億６,８４９万１,５９１円の増額であります。この主な要因は、償還元金の

増額であります。執行率は９９.８％となりました。 

 １２款予備費は、不執行であります。 

 次に、歳出合計を見ていただきますと、予算現額１１５億３６５万２,０００

円に対し、支出済額は１０２億９,９７７万３,１５２円で、前年度と比較して６

億４６９万６,７０５円の減額、率にしまして５.５％低下しました。翌年度繰越

額は１０億６８万９,０００円、不用額は２億３１８万９,８４８円で、執行率は

８９.５％となりました。 

 なお、この一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万円以上のもの

につきましては、その主な理由を４１ページから４８ページにかけて記載してい

ますので、後ほど御参照ください。 

 次に、１５ページをごらんください。 

 これは、一般会計の歳入決算額を円グラフであらわしたものでございます。 

 構成比率の高い順から申し上げますと、第１位は地方交付税で３３.８％、第

２位は市税で２１.９％、第３位は国庫支出金の１０.４％で、第４位以降の順位

につきましては記載のとおりでございます。なお、括弧内の数字は前年度の構成
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比率であります。 

 次に、１６ページの歳出の構成比でございますが、第１位は民生費の２８.

３％、第２位は総務費の２２.８％、第３位は衛生費の１２.８％で、第４位以降

の順位につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳出決算額を性質別に分類し、前年度と比較したもので

ございます。 

 決算額の合計１０２億９,９７７万３,０００円のうち義務的経費は４７億３,

９７９万円で、全体の４６％を占めております。前年度と比較しまして、１億４,

１４９万４,０００円の増額であります。 

 次に、投資的経費は８億７,８５３万７,０００円で、前年度と比較して、７億

４,３８９万６,０００円の減額であります。構成比は８.５％であります。 

 次に、その他の経費でございますが、４６億８,１４４万６,０００円で、前年

度と比較して２２９万５,０００円の減額であります。構成比は全体の４５.５％

であります。 

 なお、この性質別経費を円グラフであらわしたものが、１８ページに掲載して

あります。 

 次に、１９、２０ページをごらんください。 

 この表は、平成９年度から、国保、老人保健、後期高齢、公共下水、各特別会

計への繰出金と病院及び水道の企業会計並びに消防・広域連合などの一部事務組

合への負担金について、支出状況をまとめたものであります。 

 １９ページの繰出金の平成２４年度の欄をごらんください。 

 国保、後期高齢、公共下水、各特別会計への繰出金は、それぞれ記載のとおり

で、合計５億４,０８２万８,０００円であります。 

 ２０ページの負担金の平成２４年度の欄をごらんください。 

 病院及び水道の企業会計並びに消防・広域連合などへの一部事務組合への負担

金は合計１２億７３７万１,０００円であります。繰出金と負担金の合計は１７

億４,８１９万９,０００円で、これを前年度と比較しますと１,５８０万５,００

０円の減額となりました。 

 一般会計決算の概要説明は以上であります。 

 次に、各特別会計の概要について御説明いたします。 

 ２１、２２ページをごらんください。 
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 この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であります。 

 １款国民健康保険税は、予算現額４億８,９４４万９,０００円に対し、調定額

は６億４,２００万２,６１２円、収入済額は５億１,６６３万３,０３９円で、国

民健康保険事業特別会計収入済額全体の１６.７％を占めております。前年度比

較は、１,１３９万９,３４０円の減収であります。詳細は備考欄に記載のとおり

であります。不納欠損額は１,３５６万１,５２６円で、前年度と比較しまして８

００万８,９８９円の減額であります。収入未済額は１億１,１８０万８,０４７

円で、前年度より３,１８０万７,４３０円減少しております。収入率は１０５.

５％、収納率は８０.４％であります。収納率は前年度より４.３ポイント向上し

ております。 

 ２款国庫支出金の収入済額は、５億２,９７２万７,１７５円で、前年度と比較

して１億６,４３１万３,０７４円の減額であります。この主な要因は、療養給付

費等負担金や財政調整交付金の減額であります。 

 ３款療養給付費等交付金は、収入済額２億５,３２２万９,０５５円で、前年度

と比較して９,５２５万６,４１８円の増額となっております。 

 ４款前期高齢者交付金は、収入済額８億７,７９２万１,２９４円で、前年度と

比較して８,９２９万８０３円の増額となっております。この交付金は、平成２

０年度に創設された交付金で、平成２４年度概算交付額から前々年度の精算額を

差し引いて算出されます。 

 ５款県支出金は、収入済額１億４,９３７万４,４４４円で、前年度と比較して

２,３６０万７,２７７円の増額であります。この主な要因は、財政調整交付金の

増額によるものであります。 

 ６款共同事業交付金は、収入済額２億９,２６８万７,５８５円で、前年度と比

較して３,９９３万６,３７４円の増額であります。 

 ７款財産収入は、収入済額２万９,０００円で、前年度と比較して２万２,００

０円増額しております。 

 ８款繰入金は、収入済額３億３６２万８,１５７円で、前年度と比較して１億

３,２２４万７８７円と大幅に増額しております。この主な要因は、国保財政調

整基金の取り崩しによる繰入金であります。 

 次に、２３、２４ページをごらんください。 

 ９款繰越金は、前年度からの繰越金１億５,０９２万７,０６４円であります。 

 １０款諸収入は、収入済額１,４３４万３,０５６円で、主に交通事故等に係る
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第三者納付金や一般分延滞金などの収入であります。前年度と比較して９１５万

１,４２４円の減額であります。 

 以上、国民健康保険事業特別会計の歳入合計は、予算現額２９億７,８８７万

２,０００円に対して、調定額３２億１,３８６万９,４４２円、収入済額３０億

８,８４９万９,８６９円、不納欠損額１,３５６万１,５２６円、収入未済額１億

１,１８０万８,０４７円となりました。収入率は１０３.６％、収納率は９６％

となりました。 

 次に、２５、２６ページをごらんください。国民健康保険事業特別会計の歳出

款別決算額調であります。 

 １款総務費は、支出済額５,７３２万８,００２円で、前年度と比較して７０６

万２,２１９円の減額であります。この主な要因は、備考欄のとおり、総務管理

費の減額などによるものであります。執行率は９５.５％となりました。 

 ２款保険給付費は、支出済額１８億６,５００万１,１０６円で、支出済額全体

の６４.６％を占めております。前年度と比較して６００万８,６１０円の減額で

あります。この主な要因は、療養諸費による一般分療養給付費等の減額によるも

のであります。詳細は備考欄のとおりで、執行率は９６.８％となりました。 

 ３款後期高齢者納付金等は、支出済額３億４１８万５,７１３円で、前年度と

比較して３,５２１万２,５３８円の増額となっております。この主な要因は、後

期高齢者支援金の増額によるものであります。執行率は９９.９％であります。 

 ４款前期高齢者納付金等は、支出済額３０万３,８６９円で、前年度と比較し

て４９万８,１４６円の減額となっており、執行率は９９.６％となりました。 

 ５款老人保健拠出金は、支出済額１万７,２４１円で、前年度と比較して９万

７,１９１円の減額となっております。執行率は９５.７％となりました。 

 ６款介護納付金は、支出済額１億２,６７４万２,２３７円で、前年度と比較し

て１,１２２万９５５円の増額であります。執行率は９９.９％となりました。 

 ７款共同事業拠出金は、支出済額２億５,０５９万８,０７０円で、前年度と比

較して８８７万３,８２８円の減額であります。この拠出金は、市の医療費負担

の平準化のため、高額な医療費に係る給付について国保連合会が交付する交付金

の財源とするものであります。執行率は９０.８％となりました。 

 次に、２７、２８ページをごらんください。 

 ８款保健事業費は、支出済額１,８３７万３,７５８円で、前年度と比較して４

６万７,１８９円の減額であります。執行率は９５.８％となりました。 
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 ９款公債費は、支出済額２,８８０万であります。平成２２年度に三重県から

借り入れた１億４,４００万円の償還金であります。執行率は９９.５％となりま

した。 

 １０款諸支出金は、支出済額１億１,５７５万９,８４９円で、前年度と比較し

て８,６９１万６,４４０円の増額であります。執行率は９８.１％となりました。 

 １１款基金積立金は、支出済額１億１,９８４万８,０００円で、国保財政調整

基金への積立金であります。前年度と比較して１,６９１万８,０００円の減額で

あります。 

 １２款予備費はありません。 

 以上、国民健康保険事業特別会計の歳出合計は、予算現額２９億７,８８７万

２,０００円に対しまして、支出済額は２８億８,６９５万７,８４５円で、前年

度と比較して１億２,２２２万４,７５０円の増額、率にして４.４％の増加とな

りました。不用額は９,１９１万４,１５５円、執行率は９６.９％となりました。

なお、歳入各節５０万円以上の比較増減及び歳出の５０万以上の不用額の理由に

つきましては、４９ページから５２ページにかけて記載してありますので、後ほ

ど御参照ください。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計の決算概要について御説明いたします。 

 ２９、３０ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳入款別決算額調でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料の収入済額は１億６,８５０万４,４５７円で、前年

度と比較して１,５３３万４,０３１円の増額となっております。収入率は１００.

９％、収納率は９９％となりました。不納欠損額は７万５,４３３円で、収入未

済額は１５０万９,８１３円であります。 

 ２款繰入金の収入済額は３億７,２２０万７,９９９円で、前年度と比較して１,

０７１万８,６４２円増額しております。主な要因は、一般会計からの前年度に

おける事務費繰入金などの増額によるものです。 

 ３款諸収入の収入済額は１,４２６万８４３円で、前年度と比較して１２０万

２４５円の増額となりました。 

 ４款繰越金の収入済額は４７３万３,１０９円で、前年度からの繰越金であり

ます。 

 以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳入合計は、予算現額５億５,８８１万

７,０００円に対し、調定額は５億６,１２９万１,６５４円、収入済額は５億５,
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９７０万６,４０８円で、収入率は１００.１％、収納率は９９.７％となりまし

た。 

 次に、３１、３２ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳出款別決算額調でございます。 

 １款総務費の支出済額は１,０３９万５,８７０円で、前年度と比較して３２万

５,２５９円の増額となっております。執行率は９６％であります。 

 ２款広域連合負担金の支出済額は、５億２,５０６万７,５２８円で、支出総額

の９４.７％を占めております。前年度と比較して２,５１９万５,５３１円の増

額となっております。 

 ３款諸支出金の支出済額は１,８９７万２,７４３円で、一般会計への繰出金な

どであります。 

 以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳出合計は、予算現額５億５,８８１万

７,０００円に対しまして、支出済額５億５,４４３万６,１４１円、不用額４３

８万８５９円で執行率は９９.２％となりました。なお、歳入各節５０万以上の

比較増減及び歳出の５０万以上の不用額の理由につきましては、５３、５４ペー

ジに記載してありますので、後ほど御参照ください。 

 次に、公共下水道事業特別会計の決算概要を御説明いたします。 

 ３３、３４ページをごらんください。 

 公共下水道事業特別会計の歳入歳出款別決算額調でございます。 

 この特別会計につきましては、収入済額、支出済額いずれも同額の２７６万５,

０７０円であります。 

 歳入の１款繰入金の収入済額は一般会計からの繰入金、歳出の１款公債費の支

出済額は市債元金償還金及び市債利子償還金で、不用額は９３０円、収入率、執

行率はともに９９.９％となりました。 

 以上、平成２４年度尾鷲市一般会計及び三つの特別会計の歳入歳出決算の概要

について御説明いたしました。 

 また、監査委員の審査意見書並びに主要施策の成果及び実績報告書を別途添付

しておりますので、後ほど御参照ください。 

 なお、内容の詳細につきましては、予算決算常任委員会におきまして御説明い

たしますので、何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（髙村泰德議員） ここで休憩いたします。再開は１１時４５分からといたしま

す。 
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〔休憩 午前１１時３７分〕 

〔再開 午前１１時４５分〕 

議長（髙村泰德議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、病院事務長。 

〔尾鷲総合病院事務長（諦乗正君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 議案第６０号「平成２４年度尾鷲市病院事業会計

決算の認定について」、御説明申し上げます。 

 まず、決算の説明に入ります前に、平成２４年度の病院利用状況について御説

明申し上げます。 

 お手元の尾鷲市病院事業会計決算書の１７ページをごらんください。 

 平成２４年度の入院患者数は延べ７万７,７０６人で、うち一般病棟５万９,３

９０人、療養病棟が１万８,３１６人で、前年度と比較しますと４,２３０人減少

いたしました。 

 また、外来患者数は延べ１０万８,６２３人で、前年度と比較いたしますと２,

５１５人減少いたしました。また、病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に

対しまして８１.８％、療養病棟の病床数５６床に対しまして８９.６％で、全体

の病床利用率は８３.５％と、前年度に比べ４.３ポイント減少しております。 

 次に、１８ページをごらんください。 

 診療科別患者数は、入院で、呼吸器外科が１６４人、眼科が１,００８人増加

しておりますが、内科が２,１０９人、外科が１,４５０人、整形外科が２６１人、

小児科が３８５人、産婦人科が５０６人、皮膚科が１３８人、泌尿器科が５５３

人減少しております。また、外来は、内科が３０７人、呼吸器外科が７５１人、

眼科が２,６２０人、皮膚科が２５１人増加しておりますが、神経内科が５７人、

外科が９６９人、脳神経外科が１８２人、整形外科が２,４２４人、小児科が１,

５２６人、産婦人科が３３５人、耳鼻咽喉科が４６５人、精神科が１２人、泌尿

器科が３４０人、放射線科が１３４人、それぞれ減少しております。 

 それでは、平成２４年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容について御説明い

たします。 

 １から２ページをごらんください。 

 本年度の決算状況は、事業収益４３億１,４７８万９,１５２円、事業費用は４

４億７,１３２万２,５０４円で、本年度の事業結果として１億５,６５３万３,３

５２円の損失を計上しております。 
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 収益的収入及び支出につきましては、まず収入が、第１款病院事業収益の予算

額４２億９,９９７万６,０００円に対し、決算額４３億１,４７８万９,１５２円

で、１,４８１万３,１５２円の増額となり、予算額に対する収入率は１００.

３％となりました。 

 支出は、第１款病院事業費用で、予算額４５億９３１万７,０００円に対し、

決算額４４億７,１３２万２,５０４円で、不用額３,７９９万４,４９６円が生じ、

予算額に対する執行率は９９.２％となっております。この報告書の各項の説明

につきましては、後ほど損益計算書で御説明いたします。 

 次に、３、４ページをごらんください。 

 資本的収入及び支出について御説明いたします。 

 まず、収入は、第１款資本的収入の予算額６億２,１６４万３,０００円に対し、

決算額は６億２,１２５万円で、３９万３,０００円の減額となり、予算額に対す

る収入率はおよそ１００％となっております。 

 次に、支出は、第１款資本的支出の予算額７億３,７８５万５,０００円に対し、

決算額は７億３,５８３万３,７２８円で、不用額２０２万１,２７２円が生じ、

予算額に対する執行率は９９.７％となりました。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１,４５８万３,７２

８円につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９万７,

２４４円及び過年度分損益勘定留保資金１億１,４２８万６,４８４円で補 いた

しました。 

 続きまして、５、６ページをごらんください。 

 損益計算書について御説明いたします。 

 医業収益は４０億６,３１９万３,１９８円、医業費用は４３億１,５６０万２,

４８７円で、医業損失２億５,２４０万９,２８９円が生じました。 

 次に、医業外収益は２億４,４３９万６,４４４円、医業外費用は２億１,７９

３万３,７９３円で、医業外収支は２,６４６万２,６５１円の利益が生じました。

医業損失に、この額を加えた２億２,５９４万６,６３８円を経常損失として計上

しております。 

 特別利益は２５万６,２１０円、特別損失は２０１万２,７２４円で、当年度純

損失は２億２,７７０万３,１５２円となりました。この額に、前年度繰越欠損金

４２億４,８０４万９,２９０円を加えた当年度未処理欠損金は４４億７,５７５

万２,４４２円となり、翌年度に繰り越されるものであります。 
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 続きまして、７、８ページをごらんください。 

 剰余金計算書において御説明いたします。 

 資本金は、前年度処分額の発生ではありませんが、当年度変動額が７,２０１

万５,２０９円で、当年度末残高は３８億２,３６１万９,００６円となりました。 

 次に、資本剰余金の国県補助金につきましては、前年度処分額の発生ではあり

ませんが、当年度変動額は１億３６万２,０００円で、当年度末残高は８億２,６

６４万５,０００円となりました。 

 受贈財産評価額につきましては、前年度処分額の発生、当年度変動額もなく、

当年度末残高は６,４５３万４,３２０円となりました。 

 寄附金につきましては、前年度処分額の発生はありませんが、当年度変動額は

１２３万円で、当年度末残高は１,７７１万８,０００円となりました。 

 その他資本剰余金につきましては、前年度処分額の発生はありませんが、当年

度変動額は１億６,７２５万８,０００円で、当年度末残高は４２億９,６２７万

１,９３６円となりました。 

 これらの当年度末残高を合計した額５２億５１６万９,２５６円が、当年度末

資本剰余金残高となります。 

 また、利益剰余金につきましては、前年度末残高は変動ありませんが、当年度

変動額はマイナス２億２,７７０万３,１５２円で、当年度末残高はマイナス４４

億７,５７５万２,４４２円となりました。これは、先ほど損益計算書で御説明し

たとおりであります。 

 ７ページの欠損金処理計算書について御説明いたします。 

 いずれも当年度処分額の発生がありませんので、資本金の処分後残高は３８億

２,３６１万９,００６円、資本剰余金の処分後残高は５２億５１６万９,２５６

円、未処理欠損金の処分後残高はマイナス４４億７,５７５万２,４４２円となり

ました。これは、先ほど損益計算書で御説明したとおり、当年度末未処理欠損金

として同額を翌年度に繰り越しするものであります。 

 続きまして、９ページから１１ページまでの貸借対照表について御説明いたし

ます。 

 まず、資産の部でありますが、１、固定資産の（１）有形固定資産は、イから

ヘまでそれぞれの資産額から減価償却累計額を差し引いた残高、有形固定資産合

計３９億６,３１８万３１８円であります。（２）無形固定資産は３２７万９,２

００円であります。（３）投資につきましては１,８６４万２,６７０円で、これ
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らの固定資産合計は３９億８,５１０万２,１８８円であります。 

 次に、２、流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品を合わせて１２億７,７９

１万２,７６７円であります。 

 １０ページをごらんください。 

 ３、繰延勘定は、（１）控除対象外消費税が２,７８３万６,４１５円で、固定

資産、流動資産、繰延勘定を合わせた資産合計は５２億９,０８５万１,３７０円

であります。 

 続きまして、負債の部であります。 

 ４、固定負債はございません。 

 ５、流動負債につきましては、（１）一時借入金はありません。（２）未払金

は７億８９６万３,２５８円であります。（３）その他流動負債は２,８８５万２,

２９２円で、流動負債合計は７億３,７８１万５,５５０円となっております。負

債の部の合計は、流動負債合計と同額の７億３,７８１万５,５５０円であります。 

 次に、資本の部であります。 

 ６、資本金につきましては、（１）自己資本金は、前年度と同額の２億８５万

６,０９５円です。（２）借入資本金は、全額企業債で３６億２,２７６万２,９

１１円となっており、資本金合計は３８億２,３６１万９,００６円であります。 

 ７、剰余金につきましては、（１）資本剰余金の国県補助金、受贈財産評価額、

寄附金、その他資本剰余金を合計いたしまして５２億５１６万９,２５６円であ

ります。 

 １１ページをごらんください。 

 （２）欠損金であります。欠損金合計は、イ、当年度未処理欠損金と同額の４

４億７,５７５万２,４４２円となり、これを資本剰余金から差し引いた額７億２,

９４１万６,８１４円が剰余金合計であります。 

 資本金と剰余金の合計、資本の部の合計額が４５億５,３０３万５,８２０円、

負債の部と合わせた負債資本合計は５２億９,０８５万１,３７０円となり、先ほ

ど資産の部で説明した資産合計額と一致しております。 

 以上が、平成２４年度尾鷲市病院事業会計の決算説明であります。 

 なお、決算書の１２ページ以降に決算附属書類を添付しておりますので、御参

照のほど、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（髙村泰德議員） 次に、水道部長。 

〔水道部長（浜田一志君）登壇〕 
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水道部長（浜田一志君） 議案第６１号「平成２４年度尾鷲市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分及び決算の認定について」、御説明申し上げます。 

 まず、議案の説明に入る前に、平成２４年度の水道事業の概況について御説明

申し上げます。 

 お手元の平成２４年度尾鷲市水道事業会計決算書の１１ページをごらんくださ

い。 

 平成２４年度の給水戸数は９,９１５戸で、前年度に比べて９４戸の減であり、

普及率は９９.８％でございます。年間総給水量は４３９万２,４６７立方メート

ル、前年度と比較すると、給水量で１８万４,５９２立方メートルの減、有収水

量で１４万５,６６３立方メートルの減となっております。 

 建設改良と維持管理につきましては、上水道において北浦西町地内送配水管布

設がえ工事を初め、老朽管の布設がえ工事及び道路改良に伴う配水管布設がえ工

事を実施いたしました。簡易水道においては、須賀利・三木浦地内の配水管布設

がえ工事を実施いたしました。 

 次に、経理状況でありますが、収益的収支では、事業収益５億９,４５９万３

８８円に対し、事業費用５億１,４５６万８,４３９円で、差し引き８,００２万

１,９４９円の純利益を計上することとなりました。 

 以上、概略説明を申し上げ、議案の説明をさせていただきます。 

 １ページをごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益予算額

６億２,８１０万８,０００円に対し、決算額は６億２,３５８万６,７２０円で、

予算額を４５２万１,２８０円下回っております。また、第２項営業外収益の決

算額１,２７１万５,２０５円でございますが、この決算額から備考欄にある消費

税額３４円を差し引いた額が、５ページの損益計算書の３、営業外収益の額と１

万３,７７４円の差異があります。これは、消費税確定申告の際、消費税の納税

計算上の差額と貸し倒れに係る消費税等が税額控除となっているためです。この

二つは企業内部に留保されるもので、決算報告書には記載せず、損益計算書では

雑収益として計上しております。 

 次に、支出の第１款水道事業費用、予算額５億４,６８６万６,０００円に対し、

決算額は５億３,６９６万１,１３７円で、９９０万４,８６３円の不用額を生じ

ております。 

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出につきましては、収入の第
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１款資本的収入、予算額７,９４０万８,０００円に対し、決算額は８,０１０万

１,２７３円で、予算額より６９万３,２７３円上回っております。 

 次に、支出の第１款資本的支出、予算額３億１０２万６,０００円に対し、決

算額は２億８,５１９万９,１５４円であり、不用額は１,５８２万６,８４６円と

なりました。 

 資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額２億５０９万７,８

８１円は、下段に記述してありますように、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額６３３万９１３円、過年度分損益勘定留保資金４,２１４万８,４２

３円、当年度分損益勘定留保資金１億５,６６１万８,５４５円で補 いたしまし

た。 

 次に、５ページの損益計算書をごらんください。 

 １、営業収益５億８,１８６万１,４４３円から２、営業費用４億４,０１１万

１,８５９円を差し引いた１億４,１７４万９,５８４円が営業利益で、これに３、

営業外収益１,２７２万８,９４５円を加え、４、営業外費用７,３８６万１,９８

３円を減額しますと、経常利益８,０６１万６,５４６円となります。この経常利

益に５、特別損失５９万４,５９７円を加えた８,００２万１,９４９円が当年度

純利益で、前年度繰越利益剰余金５,３８０万８,０１８円を加えた１億３,３８

２万９,９６７円が当年度未処分利益剰余金となります。 

 次に、６ページの剰余金計算書をごらんください。 

 自己資本金の当年度末残高は１１億８,４７２万１,３２４円となっており、借

入資本金の当年度変動額８,５６６万７,０２５円は、企業債の借入額及び償還額

の差額であり、借入資本金の当年度末残高は３４億１,６０３万１,７０２円とな

ります。 

 資本剰余金の部では、工事負担金の当年度変動額２６２万円は、給水加入金で

あります。国県補助金の２２２万８,０００円は、水道水源開発等施設整備費国

庫補助金収入であります。他会計補助金の１,４６０万６,９７３円は、簡易水道

起債償還元金に対する補助金収入等であります。受贈財産評価額の当年度の増減

はなく、前年度末残額と同額となっております。その他資本剰余金の当年度変動

額６１万５,３００円は、消火栓設置負担金収入であります。資本剰余金の当年

度末残高は１３億１,９６２万８,８９３円となります。 

 利益剰余金の部では、減債積立金は、前年度処分額の６,５００万円を加えた

２億４,５２１万１,０００円が当年度末残高となり、建設改良積立金も同じく、
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前年度処分額の５,０００万円を加えた７,６４３万５,９５６円が当年度末残高

となります。未処分利益剰余金の当年度末残高は、先ほどの損益計算書で説明い

たしました当年度未処分利益剰余金１億３,３８２万９,９６７円で、利益剰余金

合計は４億５,５４７万６,９２３円となります。 

 次に、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）をごらんくださ

い。 

 平成２４年４月１日に施行されました地方公営企業法の一部改正により、従来

からありました法定積立金の積立義務が廃止され、利益を処分する場合は、条例

の定めるところまたは議会の議決により行うことが可能になったため、本議案に

おいて一括して御審議をお願いするものであり、当年度未処分利益剰余金１億３,

３８２万９,９６７円のうち８,００２万１,９４９円を減債積立金とし、残額の

５,３８０万８,０１８円を翌年度へ繰り越ししようとするものでございます。 

 次に、貸借対照表の８ページと９ページをごらんください。 

 資産の部、固定資産の（１）有形固定資産合計は５８億５,４３３万１,３１１

円で、これに（２）無形固定資産合計７３万９,７００円と（３）投資合計６万

５,８２０円を加えた固定資産合計は５８億５,５１３万６,８３１円であります。 

 流動資産では、（１）現金預金から（５）その他流動資産までの流動資産合計

は６億３,９６２万７,８２０円で、繰延勘定合計３２８万８００円を加えた資産

合計は６４億９,８０４万５,４５１円であります。 

 次ページの負債の部では、固定負債合計額１億３８９万３５６円、流動負債合

計額１,８２９万６,２５３円で、負債合計は１億２,２１８万６,６０９円であり

ます。 

 資本の部では、資本金、（１）自己資本金１１億８,４７２万１,３２４円、

（２）借入資本金３４億１,６０３万１,７０２円で、資本金合計は４６億７５万

３,０２６円であります。 

 剰余金では、（１）資本剰余金合計は１３億１,９６２万８,８９３円、（２）

利益剰余金合計は４億５,５４７万６,９２３円で、剰余金合計は１７億７,５１

０万５,８１６円となり、これに資本金合計４６億７５万３,０２６円を加えた資

本合計は６３億７,５８５万８,８４２円であり、負債資本合計は６４億９,８０

４万５,４５１円となり、前ページの資産合計額と同額となります。 

 以上で、平成２４年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の

説明といたします。 



－４０－ 

 なお、決算書の１１ページから２７ページまで決算附属書類を添付しておりま

すので、御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（髙村泰德議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第１６、議案第６４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（髙村泰德議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説

明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、議案第６４号「尾鷲市教育委員会委員の選任につい

て」を御説明させていただきます。 

 これは、尾鷲市教育委員会委員平山豊氏の任期が平成２５年１０月８日をもっ

て満了しますので、教育行政に関し理解があり、実直、誠実で人格、識見もすぐ

れた方である上岡雄児氏を新しく選任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。何

とぞよろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（髙村泰德議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっており

ます議案につきましては、委員会への付託は省略することと決しました。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第１６、議案第６４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」を採決い

たします。 

 本議案について、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 起立全員。 

 起立全員であります。よって、議案第６４号については、原案のとおり同意す

ることに決しました。 

 次に、日程第１７、報告第１２号「平成２４年度健全化判断比率及び平成２４

年度資金不足比率の報告について」、日程第１８、報告第１３号「専決処分事項

について（損害賠償の額の決定）」の報告２件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告案件について御説明いたします。 

 報告第１２号「平成２４年度健全化判断比率及び平成２４年度資金不足比率の

報告について」につきましては、本市の平成２４年度決算について、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

監査委員の意見をつけて報告するものであります。 

 なお、実質赤字比率及び連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率に

おいて、いずれも早期健全化基準を下回っており、公営企業においても、各会計

とも資金不足が生じていないことを報告させていただきます。 

 次に、報告第１３号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」を御説

明させていただきます。 

 これは、平成２５年５月２９日午後５時２５分ごろ、本市職員が出張からの帰

路において、国道４２号線長島トンネル内を走行中、前方不注意により、相手方

車両が停止していることに気づかず追突したことによるものであります。このこ

とから、平成２５年８月１９日に損害賠償額を４５万６,０００円と決定すべく、
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地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したものであり、同条第２項

の規定により報告するものであります。 

議長（髙村泰德議員） 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 質疑なしと認めます。ないようですので、これをもって質疑

を終結いたします。 

 ただいまの議題につきましては、報告案件でございますので、これをもって終

結いたします。 

 次に、日程第１９、選挙第６号「三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員の

選挙について」を議題といたします。 

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。 

 局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（髙村泰德議員） お諮りいたします。 

 ただいま朗読の選挙につきましては、その選挙の方法を地方自治法第１１８条

第２項による指名推選にいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によ

ることに決しました。 

 次に、指名の方法について、お諮りいたします。 

 指名につきましては、議長において指名いたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決しました。 

 それでは、三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員には岩田昭人市長を指名

いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました岩田昭人市長を三重県後期高齢者医療

広域連合議会の議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

とおり、岩田昭人市長が三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選されま

した。 

 ただいま三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選されました岩田昭人

市長が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定によって当選を告

知いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、あす９月４日から８日までを休会とし、

９日月曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ０時２５分〕 
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